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1 R1.10.18 R1.11.1
平成●年●月●日から令和元年●月●日までの間、山楽病院スタッフ会議（病院幹部会）で、「診断書等作成依頼書の書式の
見直しと運用の改善」を議題とした会議の開催の有無、内容、結論等について

- 1

三楽病院は東京都教育員会とは別組織であり、
請求に係る内容は東京都教育員会が取り扱える
内容ではないため、公文書を作成及び取得して
おらず、存在しない

教育庁福利厚生
部福利厚生課

2 R1.10.24 R1.11.7

令和元年６月１２日付事務連絡「学校における主権者教育を実施する際の留意点について」
平成３１年３月２６日付３０教指高第９０３号「「民主主義って何だろう？」民主主義学習用リーフレットの配布について」
平成３１年３月２６日付３０教指高第９０４号「「有権者になることについて考えてみよう！」主権者教育リーフレットの配
布について」
令和元年６月１９日付３１教指高第２２８号「「選挙啓発カード」の配布について」

22 1
教育庁指導部管
理課

3 R1.10.24 R1.11.7 本日の定例会の報告資料の（１）P２の保護者向けリーフ、（２）都の学力調査の小中の社会の問題と解答 - 1

（１）平成30年度保護者向けリーフレット、
（２）平成31年度　児童・生徒の学力向上を図
るための調査の調査票及び回答は、東京都教育
委員会ホームページに掲載しており、だれもが
閲覧可能な情報である。
　よって、東京都情報公開条例第18条第2項
「インターネットの利用その他実施機関の定め
る方法により公表若しくは提供を行っている情
報と同一の情報が記載された公文書について
は、当該公文書の開示をしないものとする。」
に該当することから、当該公文書の開示をしな
いものであるため

教育庁指導部管
理課

4 R1.10.24 R1.11.7
都の学力調査の社会の問題の作成や分析・結果公開などに関し、開催した会議での配布資料と会議録
社会の問題で、自衛隊・君が代・天皇・神話・愛国心を出題するか検討した文書

- 1 1

会議で使用した資料は、会議終了後速やかに廃
棄し、データは削除している、また、会議録は
作成していない。よって、請求に係る文書は存
在しない。

本件開示請求は、問題の作成に当たり特定の内
容を検討した公文書が存在しているか否かを答
えるだけで、問題作成の検討過程を開示するこ
とになる。
これらの情報は、公にすることにより、児童・
生徒の学力の現状を把握する調査事業の適正な
実施に支障を及ぼすおそれがあるもの（東京都
情報公開条例第７条第６号に該当する。）であ
るため、同条例第１０条により文書の存在を明
らかにしないで非開示とする。

教育庁指導部管
理課

5 R1.9.10 R1.11.8

業者からの顛末書
・平成28年5月16日付　都立江北高等学校5月7日（土）未配置の件
・平成28年12月12日付　都立江北高等学校12月9日（金）途中閉館の件
減額の決定原議
・２８東支セ管第４９１号　都立江北高等学校外１０校図書館管理業務委託（東部所）における取扱いについて
・２８東支セ管第１２９０号　都立江北高等学校外１０校図書館管理業務委託（東部所）における取扱いについて
契約書（契約条項第２３条）

33 1 1 1 1

（１）契約業者の業務従事者等個人名は、個人
に関する情報で、特定の個人を識別することが
できるものであるため。（東京都情報公開条例
第７条第２号該当）
（２）契約業者の印影は、公にすることによ
り、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるた
め。（東京都情報公開条例第７条第４号該当）
（３）予定価格、算出表及び積算方法は、入札
の競争性及び契約事務の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため。（東京都情報公開条例
第７条第６号該当）

教育庁東部学校
経営支援セン
ター管理課

（根拠規定）条例７条決定区分
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6 R1.9.10 R1.11.8
都立大崎高等学校外９校図書館管理業務委託（中部所）
都立戸山高等学校外１０校図書館管理業務委託（中部所）
都立練馬高等学校外９校図書館管理業務委託（中部所）

67 1 1 1 1

（１）契約業者の業務従事者の個人名、写真
　 個人に関する情報で、特定の個人を識別す
ることができるものであるため
（東京都情報公開条例第７条第２号該当）
（２）契約業者の印影
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼ
すおそれがあるため
（東京都情報公開条例第７条第４号該当）
（３）予定価格積算書のうち人件費関連の積算
方法及び減額金額の積算方法
予定価格積算書のうち人件費関連の積算方法や
減額金額積算にかかる積算方法を開示すること
は、入札の競争性及び契約事務の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるため
（東京都情報公開条例第７条第６号該当）

教育庁中部学校
経営支援セン
ター管理課

7 R1.9.10 R1.11.8
都立砂川高等学校外６校図書館管理業務委託（西部所）における取扱いについて
都立日野台高等学校外６校図書館管理業務委託（西部所）における取扱いについて
都立日野台高等学校外１０校図書館管理業務委託（西部所）に係る減額支払協議について

54 1 1 1 1

(1)契約業者の業務従事者等個人名（東京都情
報公開条例第７条第２号該当）
個人に関する情報で、特定の個人を識別するこ
とができるものであるため
(2)契約業者の印影（東京都情報公開条例第７
条第４号該当）
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼ
すおそれがあるため
(3)予定価格、算出表及び積算方法（東京都情
報公開条例第７条第６号該当）
入札の競争性及び契約事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため

教育庁西部学校
経営支援セン
ター管理課

8 R1.10.25 R1.11.8
東京都教育財産使用許可書（29中図管総第527号）
使用料計算書（１階カフェ・５階食堂）

3 1
東京都立中央図
書館管理部総務
課

9 R1.10.28 R1.11.11 都立日野台高等学校（H１７）耐震補強工事　工事検査調書 1
東京都立日野台
高等学校

10 R1.10.28 R1.11.11
・平成１３年度都立日野台高等学校（１３）耐震診断調査　校舎②
特別教室棟報告書
・都立日野台高等学校（H１７）耐震補強工事　工事完了届

1 1 1

業者の社員名については、個人に関する情報で
特定の個人を識別することができるものである
ため（東京都情報公開条例第７条第２号該当）
印影については、公にすることにより、犯罪の
予防に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都
情報公開条例第７条第４号該当）
校内の施設名については、犯罪の予防その他の
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
があるため（東京都情報公開条例第７条第４号
該当）

東京都立日野台
高等学校

11 R1.11.6 R1.11.12
平成31年3月28日付けの中学校等別評定割合（個表）-都内公立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年の平成30年12月31日現
在の評定（調査書記載の評定）状況-調査対象624校（中等教育学校、義務教育学校を含む）のうち調査対象人員が40人以下の
学校等を除いた574校

14 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

12 R1.10.29 R1.11.12 平成31年度東京都公立学校教員採用候補者選考（32年度採用）専門教養（小学校全科）問題 - 1
教育庁人事部試
験課

13 R1.10.30 R1.11.13 都立学校教職員からの相談・苦情の受付状況 1 1
教育庁人事部職
員課

14 R1.10.30 R1.11.13 標準的な処分量定のうち、パワハラに関する記述の出ている頁 - 1

東京都教育委員会では、「教職員の主な非行に
対する標準的な処分量定」の全文を東京都教育
委員会ホームページに掲載し、公にしているた
め

教育庁人事部職
員課
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15 R1.10.30 R1.11.13

第46回全国高等学校総合文化祭東京大会生徒委員会情報交換会参加校一覧
平成31年４月８日付31教指企第83号「第46回全国高等学校総合文化祭東京大会生徒委員の選出及び名簿の提出について（依
頼）」
令和元年６月12日付31教指企第462号「第46回全国高等学校総合文化祭東京大会生徒委員会情報交換会の開催について（通
知）」（学校長宛）
令和元年６月12日付31教指企第462号「第46回全国高等学校総合文化祭東京大会生徒委員会情報交換会の開催について（通
知）」（生徒宛）
生徒委員会の取組

10 1
教育庁指導部管
理課

16 R1.10.30 R1.11.13 「平成29年度　小学校講師時数の配当申請書【初任者研修及び任用時研修】」及び申請書添付資料一式 4 1
教育庁人事部人
事計画課

17 R1.10.30 R1.11.13
31教地義第869号（令和元年●月●日）の開示請求（文部科学省交付・別添厚生労働省交付）、等の「放送大学」除外するの
が分かるものを求める。又、3点以外の「放送大学」除外するのがあれば、求める。

- 1
当該公文書は、文部科学省から都教育委員会へ
交付がなされていないため、実施機関では作成
及び取得しておらず、存在しない。

教育庁総務部教
育政策課

18 R1.10.1 R1.11.15 平成31年１月30日付30教指企第1504号「平成31年度オリンピック・パラリンピック教育の推進について（通知）」 71 1 1

提出先アドレスは、提出物を受領するための専
用の電子メールアドレスであり、公にすること
により、業務と関連のないメールが送信される
等、事務事業の適正な遂行に影響を及ぼすおそ
れがあるため（東京都情報公開条例第７条第６
号）

教育庁指導部管
理課

19 R1.11.5 R1.11.18

環状第２号線（臨海部）建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査について（回答・通知）
遺跡の発見について（通知）
東京都遺跡台帳の新規登録（築地市場跡遺跡）について（通知）
環状第２号線（臨海部）建設事業に伴う埋蔵文化財（築地市場跡遺跡）発掘調査について（回答・通知）
東京都市計画道路環状第２号線（築地）整備事業に伴う埋蔵文化財（築地市場遺跡）発掘調査に関する協定の締結について
（押印・送付）

115 1 1

通知等の担当者欄職員個人アドレス
職員個人の電子メールアドレスについては、公
にすることにより業務に関連の無いメールが送
信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第
７条第６号）

教育庁地域教育
支援部管理課

20 R1.11.15 R1.11.19
都立大森高等学校（３１）空調設備改修工事
諸経費計算書　一式

3 1
教育庁都立学校
教育部営繕課

21 R1.11.14 R1.11.19
平成31年3月28日付けの中学校等別評定割合（個表）－都内公立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年の平成30年12月31日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－調査対象624校（中等教育学校、義務教育学校を含む）のうち調査対象人員が40人以
下の学校等を除いた574校

14 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

22 R1.11.5 R1.11.19

別紙における１～５における
１　１（１）の理由・根拠の証明となる”証拠”（２）の理由・根拠の証明となる”証拠”
２　２（１）・（２）・（３）で参照・参考にした１（１）の組織的共用文書等以外の全ての”証拠”
３　３の組織的共用文書等以外の全ての”証拠”
４　４の組織的共用文書等以外の全ての”証拠”
以上１～４までの組織的共用文書以外の「東京都コンプライアンス条例」都職員が自らの職務の”説明責任”を都民の”行政
及び行政運営情報の知る権利”を果たす観念で正直に提示下さい。期限　11月30日まで　以上

- 1

請求の対象となる組織的共用文書以外の文書
は、東京都情報公開条例第２条第２項における
「公文書」に該当せず、公文書開示請求の対象
とはならないため

教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

23 R1.11.7 R1.11.20 平成31年度東京都公立学校教員採用候補者選考第二次選考の試験内容（面接・実技）の内容がわかるもの 1 1
教育庁人事部試
験課

24 R1.11.13 R1.11.22

①平成29年度に行った「東京都公立学校教員勤務実態調査」と合わせて行った、行政系職員（事務）の調査結果、分析結果
で、教員に準じて作った、勤務の実態がわかる表、グラフ、分析コメント
②上記①以外で、29年度、30年度に行った、勤務時間等調査で、教員に準じて作った、行政系職員（事務）の勤務の実態がわ
かる表、グラフ、分析コメント

- 1

平成29年度及び平成30年度において、都内公立
学校の学校事務職員を対象とした勤務実態調査
は行っておらず、請求に係る公文書は作成及び
取得をしていないことから、存在しないため

教育庁総務部教
育政策課

25 R1.11.13 R1.11.22 勤務時間確認表の27年度 12 1 1

不在及び個人コード
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるもの又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の
権利利益を害するおそれがあるものであるため
(東京都情報公開条例第７条第２号)

東京都立晴海総
合高等学校
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26 R1.11.13 R1.11.22
教育庁、給与電算の入力帳票で「時間外勤務等報告書」のうち、平成●年度に晴海総合高等学校で「平成●年度分をそ及入力
した」同報告書

- 1

「時間外勤務等報告書」とは、教職員給与シス
テム（以下「給与システム」という。）におい
て時間外勤務手当を支給するために超過勤務時
間等の入力した内容を確認するために出力され
る帳票である。給与システムでは、転任後最初
の５月１５日以降に支給する給与で、遡及して
転任前所属分の時間外勤務手当を支給する場合
は、旧所属の依頼により新所属で入力すること
になっている。本案件についても、当校校長が
新所属の長に依頼し、新所属で入力しているた
め、当校では「時間外勤務等報告書」を作成し
ていない。また、その結果も取得していない。

東京都立晴海総
合高等学校

27 R1.11.11 R1.11.22 「不登校の50％強（50％以上）は、発達障害である。」分かるもの求める。 - 1
請求内容について関知しておらず、請求に係る
公文書は作成及び取得していないため

教育庁指導部管
理課

28 R1.9.26 R1.11.22 別紙「開催都市契約大会運営要件」2015年9月のP41「EDU01・教育プログラム」にある「IOCに提出」した全ての文書 - 1

開催都市契約大会運営要件上、教育プログラム
の計画を事前承認のためにIOCに提出するのは
オリンピック競技大会組織委員会であり、東京
都教育委員会は教育プログラムの計画をIOCに
提出していない。また、教育プログラムの計画
に関し、東京都教育委員会が作成し、組織委員
会を経由してIOCに提出した文書はない。した
がって、請求に係る公文書は、作成及び取得し
ておらず、存在しない。

教育庁指導部管
理課

29 R1.11.14 R1.11.27

平成31年度における小中学校の公務改善のための学校経営支援組織設置について（意向調査）
平成31年度学校マネジメント強化モデル事業実施要綱
「スクール・サポート・スタッフ配置校ヒアリング」（３件）
「スクール・サポート・スタッフ配置支援事業学校訪問報告」（３件）

21 1
教育庁人事部職
員課

30 R1.11.14 R1.11.28
令和元年10月７日付事務連絡「「東京2020大会における中高生ボランティア体験（仮称）参加希望調査について（依頼）」に
おける参加希望調査票の訂正について」

60 1
教育庁指導部管
理課

31 R1.11.14 R1.11.28
令和元年９月27日付31教指企第1133号「東京2020大会における中高生ボランティア体験（仮称）参加希望調査について（依
頼）」

210 1 1

提出先アドレスは、提出物を受領するための専
用の電子メールアドレスであり、公にすること
により、業務と関連のないメールが送信される
等、事務事業の適正な遂行に影響を及ぼすおそ
れがあるため（東京都情報公開条例第７条第６
号）

教育庁指導部管
理課

32 R1.11.14 R1.11.28

「観光案内などをするボランティア体験として、都内の中学2年生から高校3年生を、およそ6000人募集する計画を立てていま
す」との報道の、計画。
「これについて都の教育委員会は、あくまで任意の参加と説明していますが、実際は中学校の場合、5人の生徒と引率する教
員1人が割りふられていて」「各校5人とか、割り当てる」と報じる、割り振りの文書
「区内の校長が集まる場で都教委が指定した人数を必ず出すように通達された」という通達。
「区内の校長が集まる場で都教委が指定した人数を必ず出すように通達された」と説明した文書　説明等をする読み上げ原稿
等も含む。

- 1

東京2020大会における中高生ボランティア体験
（仮称）において、6000人を募集するという計
画を立てていない。したがって、請求に係る公
文書は、作成及び取得しておらず、存在しな
い。

教育庁指導部管
理課

33 R1.11.14 R1.11.28
第２回　都立高校生等ボランティア・サミット　アンケート
令和元年７月３日付３１教指高第３８１号「第２回都立高校生等ボランティア・サミットの開催について（通知）」
第２回　都立高校生等ボランティア・サミット　アンケート　投票/投稿/アンケート結果（速報値）（１１月１４日現在）

19 1
教育庁指導部管
理課
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34 R1.11.14 R1.11.28
第２回　都立高校生等ボランティア・サミット
第２回　都立高校生等ボランティア・サミット　司会台本
【関係者】【プレス】

27 1 1 1

【生徒の氏名・所属・プロフィール・写真、関
係者の氏名・所属、プレスの代表者・所属】
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができることと
なるものを含む。）であるため（東京都情報公
開条例第７条第２号該当）
【プレスの代表者・所属】当該情報を公にする
ことにより、取材を行った報道機関が特定さ
れ、当該報道機関がどのような報道を行うのが
明らかになってしまい、当該法人の競争上又は
事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわ
れると認められるため（東京都情報公開条例第
７条第３号該当）

教育庁指導部管
理課

35 R1.11.14 R1.11.28 11月9日の高指課主催の「都立高校生によるボランティアサミット」の（５）取材対応記録（メディア等） - 1
第2回都立高校生等ボランティア・サミットの
取材対応記録は作成しておらず、請求に係る公
文書は存在しない

教育庁指導部管
理課

36 R1.9.30 R1.11.28 平成３１年度　公文書開示に関する審査請求 6 1 1 1

・№1～51　審査請求人
・№7　教職員名、所属年度、所属名及び職名
・№16　対象公文書のうち、教職員名及び所属
名
・№38　対象公文書のうち、所属名及び教職員
名
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため（東京都情報公開条例
第７条第２号）
・№7　処理経過
・№9～15、18～21、24～28、30～34、41～47
教職員名、所属名及び文書記号
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるもの（外の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができることと
なるものを含む。）又は特定の個人を識別する
ことはできないが、公にすることにより、なお
個人の権利利益を害するおそれがあるものであ
るため（東京都情報公開条例第７条第２号）
・№19、34、47　法人その他の団体名
法人その他の団体に関する情報又は事業を営む
個人の当該事業に関する情報であって、公にす
ることにより、当該法人等又は当該事業を営む
個人に競争上又は事業運営上の地位その他社会
的な地位が損なわれると認められるものである
ため（東京都情報公開条例第７条第３号）

教育庁総務部法
務監察課

37 R1.11.15 R1.11.29

「平成29年度東京都公立小・中学校及び義務教育学校の教職員定数配当方針及び講師時数配当方針について」
「平成29年度東京都公立小・中学校及び義務教育学校講師時数配当方針の取扱い等について（通知）」
「平成29年度東京都公立小・中学校及び義務教育学校教員組織調査票等の追加について（通知）」
「平成29年度都立高等学校講師時数の配当方針及び教科課程調書等の提出について（通知）」
「初任者（期限付任用教員を含む）研修及び取り出し授業等に係る講師時数の申請について」

118 1
教育庁人事部人
事計画課

38 R1.11.15 R1.11.29
令和元年10月７日付事務連絡「「東京2020大会における中高生ボランティア体験（仮称）参加希望調査について（依頼）」に
おける参加希望調査票の訂正について」

60 1
教育庁指導部管
理課

39 R1.11.15 R1.11.29
令和元年９月27日付31教指企第1133号「東京2020大会における中高生ボランティア体験（仮称）参加希望調査について（依
頼）」

210 1 1

提出先アドレスは、提出物を受領するための専
用の電子メールアドレスであり、公にすること
により、業務と関連のないメールが送信される
等、事務事業の適正な遂行に影響を及ぼすおそ
れがあるため（東京都情報公開条例第７条第６
号）

教育庁指導部管
理課

40 R1.11.19 R1.11.29
令和元年10月25日付元文科初第698号「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」（写）
令和元年10月31日付31教指企第1363号「不登校児童・生徒への支援の在り方について（通知）」

50 1
教育庁指導部管
理課


